
照屋地区地区計画（案） 
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◆照屋地区の目標や方針 

地区計画の 

目標 

照屋地区は、都市計画道路３・２・９号那覇具志頭線バイパス（国道 507号バイパス）

や県道 82 号線等の幹線道路に囲まれた、交通利便性の高い地区である。交通の利便性を

活かした新たな産業の誘致や町内の産業の移転用地として、土地区画整理事業が予定され

ている。 

本地区は、周辺住環境と調和した利便性の高い住宅地を形成しつつ、国道 507号バイパ

ス沿道については、周辺環境に配慮した魅力ある産業集積地の形成を目標とする。このた

め、地区計画により地区の特性に応じた建築物等の誘導を行うことで、産業集積地と住宅

地の良好な環境の形成・保全を図る。 

土地利用の 

方針 

１．産業集積 A地区（準工業地域） 

南風原町の新たな産業の拠点として、新規産業の誘致や町内の産業の移転用地として、

大規模な施設の立地を誘導し、新規産業集積ゾーンの形成を図る。 

２．産業集積 B地区（準工業地域） 

周辺環境にも配慮しつつ、南風原町の新たな産業用地として、主に中小規模な施設の立

地を誘導し、新規産業集積ゾーンの形成を図る。 

３．沿道地区（第二種中高層住居専用地域） 

南風原町の幹線道路である県道 82号線沿道で、交通の利便性を活かした沿道ゾーンの

形成を図る。 

４．住宅地区（第一種中高層住居専用地域） 

生活道路のネットワークを構築するなど基盤の改善によるアクセス向上を図り、周辺

の既存集落に配慮した住宅ゾーンの形成を図る。 

５．幹線道路沿道地区（準住居地域） 

広域幹線道路沿道に相応しい地区として、地域の活力向上や住民サービスの充実に寄

与する産業の導入による幹線道路沿道ゾーンの形成を図る。 

地区施設の 

整備の方針 

土地区画整理事業等により整備される道路・公園等の都市基盤施設については、景観及

びその機能の向上を図り、快適な都市空間を形成する。 

また、その景観及び機能が持続的に発揮できるよう維持・保全に努める。 

建築物等の 

整備の方針 

地区計画の目標や土地利用の方針に基づき、次に掲げる「建築物等に関する制限」の各

号を定める。 

１．建築物等の用途の制限 

２．建築物の敷地面積の最低限度 

３．壁面の位置の制限 

４．建築物等の高さの最高限度 

５．建築物等の形態又は意匠の制限 

６．建築物の緑化率の最低限度 

７．垣又はさくの構造の制限 

その他 

当該区域の

整備・開

発・保全に

関する 

方針 

・良好な歩行空間の確保、交通機能の保全等を図るため、電柱の設置箇所については民有

地化を促進するものとする。 

・共同住宅については、その敷地に最低 1戸につき 1台分の駐車スペースを確保するもの

とする。 

・1,000 ㎡以上の敷地では、雨水対策（流出係数 0.53 まで低減するものとし、流出係数

0.53に満たない場合はその差分を貯留等する）を講じるものとする。 

・産業集積 A地区における駐車場の出入り口については、国道 507号バイパス側に設ける

など、地区外部からの出入り口をできる限り集約化し、住環境に配慮した適切な配置と

する。 

・道路に面した部分については、住環境への配慮等の観点から、できるだけ緑化に努める。 
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◆地区整備計画（建築物等に関する事項）の概要 

１．建築物等の用途の制限  
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２．建築物の敷地面積の最低限度 

地区 
区分 

産業集積A地区 産業集積B地区 沿道地区 住宅地区 
幹線道路 
沿道地区 

制限 

内容 
5,000㎡ 165㎡ 165㎡ 165㎡ 300㎡ 

 

３．壁面の位置の制限 

地区 
区分 

産業集積A地区※ 産業集積B地区 沿道地区 住宅地区 
幹線道路 
沿道地区 

制限 

内容 

（道路

境界） 

・１号壁面は、

道路境界線から

4.0m 

・２号壁面は、

道路境界線から

4.0m 

・３号壁面は、

道路境界線から

1．5m 

道路境界線から1.0ｍ 

但し、告示日において現に存する敷地で、建築物の敷地面積の最低限度に満たないもの

については、その全部を1つの敷地として利用する場合は、この限りではない。 

制限 

内容 

（隣地

境界） 

隣地境界線から

1.0ｍ 

隣地境界線から1.0ｍ(0.5ｍ） 

※0.5mは、敷地面積が165㎡に満たない場合、又は

敷地の短辺が８ｍ未満の場合 

道路境界線か

ら1.0ｍ 

但し、告示日において現に存する敷地で、建築物の敷地面積の最低限度に満たないもの

については、その全部を1つの敷地として利用する場合は、この限りではない。 

※振動等により環境の悪化をもたらすおそれのある事業を営む予定建築物等の建築又は建築の用に供する目

的で行う場合にあっては、都市計画法施行規則第 23条の３を準用するものとする。 

 

４．建築物の高さの最高限度 

地区 
区分 

産業集積A地区 産業集積B地区 沿道地区 住宅地区 
幹線道路 
沿道地区 

制限 

内容 
― ― ― 15.0ｍ 16.0m 

 

５．建築物等の形態又は意匠の制限 

地区 
区分 

産業集積A地区 産業集積B地区 沿道地区 住宅地区 
幹線道路 
沿道地区 

制限 

内容 

１．外壁の色彩は白又はクリーム系を基調としたものとする。 

２．屋外広告物は周囲への景観的調和に配慮したものとする。 

３．高架タンク等の建築物の屋根に設ける設備は、建築物本体及び周辺環境との調和に配慮

し、目立たないよう遮へいするものとする。 

４．壁面に張り出した形態の架台、その他これらに類するものは設けてはならないものとす

る。 
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５．建築物等の形態又は意匠の制限（続き） 

地区 
区分 

産業集積A地区 産業集積B地区 沿道地区 住宅地区 
幹線道路 
沿道地区 

制限 

内容 

５．道路境界線及び隣地境界線から建築物の庇等までの距離の最低限度は、壁面の位置の制

限に準じて、次のとおりとする。 

（１）１号壁面

は、道路境界

線から4.0m 

（２）２号壁面

は、道路境界

線から4.0m 

（３）３号壁面

は、道路境界

線から1．5m 

（４）隣地境界

線から1.0m 

・道路境界線か

ら1.0m 

・隣地境界線か

ら1.0m 

・道路境界線から0.5m 

・隣地境界線から0.5m 

・道路境界線か

ら1.0m 

・隣地境界線か

ら1.0m 

６．建築物の出窓、ベランダ、外階段等の位置は、壁面の位置の制限に準じて、次のとおり

とする。 

（１）１号壁面

は、道路境界

線から4.0m 

（２）２号壁面

は、道路境界

線から4.0m 

（３）３号壁面

は、道路境界

線から1．5m 

（４）隣地境界

線から1.0m 

・道路境界線から1.0m 

・隣地境界線から1.0m 

 

６．緑化率の最低限度 

地区 
区分 

産業集積A地区 産業集積B地区 沿道地区 住宅地区 
幹線道路 
沿道地区 

制限 

内容 

・敷地面積の10

％以上の緑化

に努めること 

・道路に面した

部分は緑化に

努めること 

・敷地面積の5％以上の緑化に努めること 

・道路に面した部分は緑化に努めること 

 

７．垣又はさくの構造の制限 

地区 
区分 

産業集積A地区 産業集積B地区 沿道地区 住宅地区 
幹線道路 
沿道地区 

制限 

内容 

垣又はさくの構造は次の各号に適合しなくてはならない。但し、門についてはこの限りで

はない。 

１．敷地に接する道路の最高地点から60㎝以上については生垣または透視可能な構造とし、

ブロック等としてはならない。 

２．全体の高さが敷地地盤面から1.5ｍ以下のものとする。  


